
八王子市児童福祉施設等指導検査実施要綱  

 

(趣旨 ) 

第１条  この要綱は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）及び就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法

律第 77号。以下「認定こども園法」という。）の規定に基づき実施する、一

時預かり事業、家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業、病児保育事業、

保育所 (公私連携型保育所及び保育所型認定こども園含む )、母子生活支援

施設及び幼保連携型認定こども園に対する認可基準等に基づく指導検査に

ついて、必要な事項を定める。なお、児童福祉法第 59条に基づく認可外保育

施設は、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」による。  

 

(指導検査の目的 ) 

第２条  指導検査は、福祉諸法をはじめ労働基準法（昭和 22年法律第 49号）、

消防法（昭和 23年法律第 186号）などの法令・通知に照らし、設備及び運営に

関する基準等の適合状況及び市が別に定める指導検査に関する基準・方針等

（以下「市の基準」という。）に対する実施状況等について個別的に明らかに

し、必要な助言及び指導又は改善を勧告することにより、適正な施設等の運

営とサービスの質の確保並びに利用者支援の向上を図り、もって児童福祉の

より一層の増進に寄与することを目的とする。  

 

(指導検査の基本方針 ) 

第３条  福祉諸法、関係法令及び市の基準等を基本に、指導検査に関する国

の通知、これまでの指導検査実績等を勘案し、厳正に重点的かつ効果的に

実施する。  

２  指導検査が画一的、形式的に陥ることのないよう、児童福祉法第 34条の

14、第 34条の 16第 1項、第 34条の 17、第 34条の 18の 2、第 46条及び認定こど

も園法第 19条に基づき、問題の発生原因及び是正策を明らかにし、施設等

の問題解決を図り、自律的な運営を促すため、具体的な助言及び指導を行

う。  

３  法令若しくは市の基準に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いてい

るために、事業の運営等に重大な支障を及ぼしているおそれがあると認め

られ、是正の措置が速やかに講じられないときは、指導検査所管課より運

営指導所管課に通知する。  

４  施設等の指導検査は、法人等の指導検査における指摘事項を把握した上

で、原則として合同実施する。  

５  指導検査の実施及び指導検査結果の処理に当たっては、運営指導所管課

及び東京都認証保育所事業実施要綱（平成 13年 5月 7日付 12福子推第 1157

号）の規程に基づく認証保育所については東京都との情報交換を密にする

など十分な連携を図る。  

 

 



(指導検査類型 ) 

第４条  指導検査は、一般指導検査、特別指導検査、臨時検査に分けて実施

する。  

２  一般指導検査は、保育所及び幼保連携型認定こども園については、「定期

検査」と「基本検査」に分類する。定期検査は、指導検査事項全体につい

て、施設等の所在地において行う検査をいう。基本検査はあらかじめ指導

検査事項を限定して定め、施設等の所在地において短時間で実施すること

ができる検査をいう。この場合、一般指導検査において改善すべき事項が

認められ、指導検査後に施設等から改善報告書等が提出された場合におい

ては、書面によるほか必要に応じ、現地で確認する検査を行うものとす

る。  

３  前項の規定にかかわらず、前年度の指導監査結果等から実地による検査

が必ずしも必要でないと認められる場合には、一部の施設において、書面

による確認検査を行うことができるものとする。  

４  特別指導検査は、問題を有する可能性があると認められた場合、必要に

応じて特定の指導検査事項について、実地において行う。  

５  臨時検査は、事前通知を行うことなく、特定の指導検査事項について、

施設等の所在地において行う。  

 

(指導検査実施方針 ) 

第５条  指導検査を重点的かつ効果的に行うため、児童福祉行政の動向を踏

まえ、指導検査の重点項目を掲げる八王子市保育施設等指導検査実施方針

（以下「実施方針」という。）を、毎年度指導検査を開始する時までに別に

定める。  

 

(検査計画等 ) 

第６条  実施時期等を含む検査計画は、毎年度指導検査を開始する時までに

別に策定する。  

２  施設等の運営等に問題が発生した場合又は通報、施設調査書の確認の結

果等により、問題が発生するおそれがあると認められる場合は、検査計画

にかかわらず適宜指導検査を実施する。  

３  一般指導検査の実施回数は、原則として毎年度実施するものとする。な

お、第４条第２項に規定する「定期検査」については３年に１回、「基本検

査」は定期検査を実施した年を除き実施するものとする。  

４  第４条第３項に規定する「書面による確認検査」を行った翌年度は、実  

地による検査を実施するものとする。  

 

(調査書等の提出 ) 

第７条  施設等の設置者には、原則として第５条に規定する実施方針等を踏

まえ指導検査に必要な指導検査項目を掲げた「児童福祉施設調査書」 (以下

「調査書」という。 )を送付し、毎年度指定期限までに、調査書及び関係資

料の提出を求める。  



(指導検査基準 ) 

第８条  指導検査項目、関係法令及び評価事項等を集約した指導検査基準 (以

下｢検査基準」という。 )を別に定め、検査基準における評価区分は、別紙

「評価区分」に沿って定める。  

 

(一般指導検査の実施 ) 

第９条  指導検査の実施通知は、原則として施設等の設置者に対して、あら

かじめ送付する。  

２  検査体制は、原則として主査級以上の職にある者を長とする職員２人以

上で編成する。  

３  検査員は、検査基準に基づき、調査書等を基に、分担して検査を実施す

る。この場合、検査員は相互に緊密な連携を保つものとし、原則として主

査級の職にあるものが、相互の関係を調整する。  

４  指導検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、施設の役員等に対し

て、実地検査指導事項票を用いて、検査結果を講評し、改善の必要な事項

と解決方法を口頭で指示する。この場合、主査級の職にあるものが全般に

わたる事項及び担当検査事項について、他の検査員は自己の担当した個別

事項について講評を行う。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合など状

況によっては、現地での講評を行わず、関係者を招致して行うことができ

る。  

５  指導検査は、その効果を高めるために、必要に応じて、運営指導所管課

職員に対して検査の立会いを求め、必要事項の調査及び照会を行うことが

できる。  

 

(一般指導検査後の取扱い ) 

第 10条  検査員は、検査終了後、直ちにその結果について綿密に検討し、問

題点のある場合はそのことを明確にした上で、指導検査結果を当該施設等

の設置者宛に文書で通知する。この場合、検査基準に定める「評価区分」

に照らして文書指摘事項が認められるときは、問題点及び改善方法等を具

体的に通知する。  

２  指導検査をより効果的なものとするため、前項に規定する結果通知は、

指導検査終了後速やかに行う。  

３  指導検査結果の文書指摘事項について、施設等の設置者に対し原則とし

て 30 日以内に改善状況報告書又は改善計画書の提出を求め、その改善内容

を確認し、その改善内容に不備があった場合は再提出を指示する。  

４  東京都指導検査担当課に対しては、必要に応じ、指導検査の結果を通知

し、又はこれと協議を行うなど、連携を密にする。  

５  度重なる一般指導検査によっても、改善の措置が認められないときに

は、特別指導検査の実施対象とする。  

 

(特別指導検査の実施 ) 

第 11条  検査通知は、一般指導検査に準じて、事前に文書により行う。ただ



し、死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命・心身・財産に

重大な被害が生じるおそれが認められる場合等、実施する指導検査の目的

に照らして、必要に応じて指導検査の開始時に文書を提示するなどの方法

により行うことができる。  

２  検査体制は、原則として副参事以上の職にある者を長とする職員４人以

上で編成することとし、副参事以上の職にある者を除く職員のうち１人以

上は、原則として主査級以上の職にある者とする。  

３  検査は､検査の目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性や緊急性等

の状況に応じ、重点的又は改善が図られるまで継続的に実施する。  

４  検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、施設等の設置者に対して

検査結果を講評し、改善の必要な事項と解決方法を口頭で指示する。ただ

し、状況によって、現地での講評を行わず関係者を招致して行うこともで

きる。  

５  指導検査は、その効果を高めるために、必要に応じて、運営指導所管課

職員に対して検査の立会いを求め、必要事項の調査及び照会を行うことが

できる。  

 

(特別指導検査後の取扱い ) 

第 12条  指導検査結果については、施設等の設置者宛に理由を付して文書で

通知する。  

２  指導検査結果の文書指摘事項について、施設等の設置者に対し原則とし

て 30 日以内に改善状況報告書の提出を求め、その改善内容に不備があった

場合は再提出を指示する。  

 

(臨時検査の実施 ) 

第 13条  検査通知は事前に文書により行わず、当日の指導検査の開始時に、

文書を提示するなどの方法により行う。  

なお、原則として対象施設等については無作為による方法で選定する

が、前年度の指導検査結果等を踏まえ、運営指導所管課と協議の上決定す

ることができる。  

２  検査体制は、主査級以上の職にある者を長とする職員３人以上で編成す

る。  

３  検査は､検査の目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性や緊急性等

の状況に応じ、重点的又は改善が図られるまで継続的に実施する。  

４  検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、施設等の設置者に対して

検査結果を講評し、改善の必要な事項と解決方法を口頭で指示する。ただ

し、状況によって、現地での講評を行わず関係者を招致して行うこともで

きる。  

５  指導検査は、その効果を高めるために、必要に応じて、運営指導所管課

職員に対して検査の立会いを求め、必要事項の調査及び照会を行うことが

できる。  

 



(臨時検査後の取扱い ) 

第 14条  臨時検査結果については、施設等の設置者に対して、理由を付して

文書で通知する。  

２  臨時検査結果の文書指摘事項について、施設等の設置者に対し原則とし

て 30 日以内に改善状況報告書の提出を求め、その改善内容に不備があった

場合は再提出を指示する。  

 

(勧告等 ) 

第 15条  市の基準に達しないときは、その施設等の設置者に対し、必要な改

善を勧告することができる。  

２  その施設等の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると

認められるときは、行政処分の権限を持つ運営指導所管課に通知する。   

 

(指導検査結果の活用 ) 

第 16条  指導検査結果のうち文書指摘事項及び改善状況については、原則と

して八王子市のホームページへ掲載し、市民へ広く情報提供する。  

 

（指導方針の継続、統一の確保）  

第 17条  指導検査の実施に当たり生じた疑義及び関係法令等の解釈について

は、関係部課等と調整又は協議により指導方針の統一と継続を図り、その

内容を文書により整理する。  

 

(国及び東京都との連携 ) 

第 18条  国及び東京都が所轄庁である社会福祉法人が運営する施設等に対す

る指導検査の実施に当たっては、国及び東京都指導検査所管課と必要な連

携を行う。  

２  施設等の指導検査に係る情報については、市と国及び東京都が相互に、

必要な情報の交換を行う。  

 

(指導検査情報の公表 ) 

第 19条  指導検査に関する情報は、個人情報など法令等により非開示とされ

る場合を除き、公表する。  

 

(国への報告 ) 

第 20条  必要に応じ、指導検査結果を国へ報告する。  

 

(要綱の適用除外 ) 

第 21条  他の要綱に定めのある指導検査については、この要綱の適用を除外

する。  

 

 

 



 

附  則  

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。  

      附  則  

 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。  

      附  則  

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、令和 8 年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙  評価区分】  

 

評価区分  指導形態  

C 文書指摘  

福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違反の場合を除

く。）は、原則として「文書指摘」とする。ただし、改善中の場合、特別な事

情により改善が遅延している場合は、「口頭指導」とすることができる。  

 

B 口頭指導  

福祉関係法令以外の関係法令又はその他の通達等に違反する場合は、原則

として、「口頭指導」とする。ただし、管理運営上支障が大きいと認められる

場合又は正当な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。  

なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であっても、軽微

な違反の場合に限り「口頭指導」とすることができる。  

 

A 助言指導  

法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指

導」を行う。  

 


